
１ 山形県市町村職員研修協議会の沿革 

 

昭和５８年 ４月 市長会及び町村会が市町村職員研修推進委員会を設置し、市町村職員 

の体系的な研修のあり方を諮問 

     １１月 同委員会が「市町村職員研修制度に関する提言」を市長会及び町村会 

に答申 

・ 市町村職員の研修組織として、市町村単独自主研修、地域共同研修、県域研 

修を整備 

・ 県域研修システムの計画的、継続的、効果的な運営を確保するため、県域研 

修実施機関を設置（(仮称)山形県市町村研修協会又は自治研修センター) 

・ 県域研修施設としての市町村職員研修所は、県職員研修所と合同合併して同 

一地に整備 

昭和５９年 １月 市長会及び町村会が県に対し市町村職員研修制度の充実について要望 

      ２月 市長会総会及び町村会定期総会において、前記提言を承認するととも 

に、山形県市町村職員研修協議会の設立を決定 

      ４月 山形県市町村職員研修協議会の設立 

               （事務所を山形県自治会館内の県町村会事務局に設置） 

 

※ 昭和５９年度においては、管理者(課長)研修、研修企画担当者研修、ＪＳＴ指導者養成研修及び

法制執務担当職員研修の４課程４コースを実施 

   

昭和６２年 ９月 山形県総合研修センターを県と市町村が共同で建設すること等につい 

て、知事、市長会長及び町村会長との間で基本協定を締結 

昭和６３年 １月 山形県総合研修センター着工 

        （山形県職員研修所／山形県社会福祉研修所／山形県市町村職員研修所） 

 

※ 昭和６３年度においては、管理者(課長)研修、管理者(課長補佐)研修、監督者(係長)研修２コース、

上級職員研修、指導者養成研修３課程（ＪＳＴ・公務員倫理研修・接遇研修）、担当職員研修４課程

（法制執務・税務(徴収)・税務(固定資産税課税)・税務(市町村民税課税)）の１１課程１２コース

を実施 

   

平成 元年 ２月 山形県総合研修センター完成 

      ４月 山形県総合研修センターへ事務所移転 

         山形県市町村職員研修所を設置 

 

※ 平成元年度においては、管理者(課長)研修、管理者(補佐)研修、監督者(係長)研修２コース、上

級職員研修２コース、指導者養成研修３課程（ＪＳＴ・公務員倫理研修・接遇研修）、担当職員研修

５課程（法制執務・財務・税務(徴収)・税務(資産税課税)・税務(住民税課税)）、パソコン専門研修、

行政課題(住民基本台帳法)研修の１４課程１６コースを実施 

 


